
このマークは、小型家電の正式な回収ルートを示す目印です！ 
 
このマークは、国の認定を受けたリサイクル事業者、又は小型家電リサイクルに取り組
む市区町村しか使用できません。マークのない事業者に渡すと環境破壊につながる危険
があります。ルールを守って小型家電リサイクル回収にご協力ください。 
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「都市鉱山」とは？ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 

「持続可能な社会」とは？ 

 

 
使われなくなった小型家電の回収方法 
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金・銀・銅メダルや色々な製品に
せいひん

主に、携帯電話・デジタルカメラ等の小
さなサイズの小型家電が対象の回収ボッ
クスやもっと大きなものも入る回収ボッ
クスなどがあります。自治体、または認
定事業者が、公共施設（市役所等）や商
業施設などにボックスを置いています。

ほとんどの小型家電が対象です。自治体
（クリーンセンター等）、または認定事業者
が指定する場所への持ちこみとなります。

自宅・職場等の指定場所から、希望日時に、
宅配業者が回収します。

・回収品目、回収拠点は、自治体や認定事
　業者によって違いがあります。
⇒くわしくは自治体へお問合せください。

⇒自治体ごとの回収方法をウェブで確認
　できます。
★小型家電リサイクル回収
　ポータルサイト
　http://kogatakaden.env.go.jp/

自治体が分別区分にしたがってステーショ
ン（ごみ出し場所）ごとに回収した「不燃
ごみ」や「粗大ごみ」の中から、小型家電
を選別する方式です。

しゅさい とくせつ

とうかん
イベント主催者がイベント会場に特設した
回収ボックスで行います。（投函口の大き
さによって回収できるものが異なります）


